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 埼玉県知事は、建設業法に基づき建設業者に対する許可取消処分を行いました。 

１ 被処分者 

  商号          株式会社武州興業（ぶしゅうこうぎょう） 

  主たる営業所の所在地  さいたま市見沼区春岡二丁目３７番地２０ 

  代表者         代表取締役 佐々木 里美 （ささき さとみ） 

  許可番号        埼玉県知事許可（般－２）第７３１５３号 

 

２ 処分内容 

  建設業法第２９条第１項第２号に基づく許可取消処分 

 

３ 処分年月日 

  令和３年４月２６日 

 

４ 処分の原因となった事実 

  株式会社武州興業は、出資者が建設業法（以下、「法｣という。）第８条第９号に規定す

る暴力団員等であり、法第８条第１２号（役員等のうちに第９号に該当する者のあるもの）

の欠格要件に該当する。このことは、法第２９条第１項第２号に規定する許可の取消事由

に該当する。 

 

 

 

 

 

  令和３年４月３０日 

建設業者に対する許可取消処分について 



（参考：関係法令抜粋） 

建設業法 

 第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれ

か（中略）に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項につ

いて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしては

ならない。 

  一～八 （略） 

  九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団

員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（第十四号

において「暴力団員等」という。） 

  十及び十一 （略） 

  十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又

は第六号から第十号までのいずれかに該当する者（中略）のあるもの 

  十三及び十四（略） 

 

（許可の取消し） 

 第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号

のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 

  一 （略） 

  二 第八条第一号又は第七号から第十四号まで（第十七条において準用する場合を含

む。）のいずれかに該当するに至つた場合 

  三～八 （略） 

  ２ （略） 


